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※１　ＰＤＣＡサイクル：業務プロセスの管理手法の一つで、計画（plan）→実行（do）→評価（check）→改善（act）という４段階の活動
を繰り返し行うことで、継続的にプロセスを改善していく手法。

※２　指定管理者制度：公の施設の管理について、議会の議決を経て民間事業者などの「法人その他団体等」に行わせる制度。

６　総合計画推進に向けた行財政運営

第２次総合計画で掲げる新たなまちづくりと厳しい財政状況や変化が激しい社会経済環境に的
確に対応するためには、一層簡素で効率的な行政の体制整備と財政基盤の強化が必要となります。
持続可能なまちづくりに向けた各種施策を推進するため、健全な行財政運営に努めるとともに、市

民との情報共有、まちづくりへの理解や参画につながる効果的・効率的な事業実施に向けて、積極
的に行政改革を推進します。

（１） 健全な行財政運営

生産年齢人口の減少による税収の減少や、高齢者の増加による医療費や介護給付費などの社
会保障費の増大は避けられないことから、計画的な財政運営を進める必要があります。中長期的な
展望に立った「長期財政見通し」を踏まえ、確実な財源確保に取り組むとともに、予算の重点的かつ
効率的な配分に努め、重要度や緊急度、費用対効果を意識した健全な行財政運営に努めます。
また、将来的に安定した財政運営を実現するため、税収の安定的な確保と優良な起債、国・県補
助制度の有効活用に努めるとともに、適正な受益者負担などについても市民の理解を求め、使用料
等の見直しを進めます。
このほか、適切で分かりやすい財政状況の公表を通じて、市民と行政が本市の財政状況につい
て共通認識を深めるとともに、公共施設等総合管理指針に基づいて、将来を見据えた公共施設等
の適正配置と維持管理経費の縮減に取り組みます。

（２） 積極的な行政改革

多様化する地域課題や行政課題に対して積極的に取り組む職員を育成するため、法令を遵守
し、資質の向上や意識改革に取り組むとともに、職員の適正な定員管理に努めます。
持続可能なまちづくりを進める上で、効率的な行財政運営の確保と行政の質の向上は必須であ

り、コスト・スピード・成果を重視した行政経営を進めながら、ＰＤＣＡサイクル※１により、目的、手段、効
果などを検証し、行政改革を不断の取組として推進します。
また、行政サービスの向上に向けて、指定管理者制度※２や民間委託、民営化などへの移行を積
極的に進めます。
近年、多様化、大規模化する災害、事故等から市民の生命及び財産を守るとともに、人口減少・

少子高齢化社会においても活力ある社会経済を維持するため、国や県が進める行政の広域化の動
向を踏まえ、近隣市町村との連携強化に努めます。

（３） 行政の透明化と市民参画

情報通信技術の活用により、行政事務の効率化、高度化、透明化を図り、行政が所有する情報の
民間活用を促す一方で、個人情報保護など情報の適正な管理に努めます。
多様化する市民ニーズに対応するため、様々な媒体や手段による意見、提案募集に努めるととも

に、適切かつ迅速な情報提供や行政情報の公開により、市民の積極的なまちづくりへの参画を促進
します。
市民の活力をまちづくりに生かすため、計画づくりなど政策形成過程への市民参加を進め、市政

の様 な々場面における市民参加の機会の拡充に努めます。



序　章 30年先も持続可能な
まちづくりに向けて

本市の人口は、昭和30年には既に減少を始めており、以来減少の一途をたどっています。昭和
30年の国勢調査人口は77,878人でしたが、平成27年調査の速報値で44,161人となり、33,717人、
43.3％の減少となっています。
人口減少は、「静かなる危機」と呼ばれるように、日々 の生活において実感するのは困難ですが、地
域経済の規模縮小や生活基盤の悪化は徐々に進行し、将来的には市民生活や経済活動に大きな
影響を与えるおそれがあります。
持続可能なまちづくりを進めていくため、市民や地域、事業者等と行政が共に考え、共に行動する
協働の取組を基本に、「人口減少対策」と「人口減少社会に対応したまちづくり」を第２次糸魚川市
総合計画の重点課題として取り組む必要があります。

日本は世界に先駆けて「人口減少・超高齢社会」を迎えています。我が国が直面する人口減少
克服・地方創生という構造的な課題に対しては、国と地方が一体となり、中長期的視点に立って重
点的かつ戦略的に取組を進めていく必要があります。
このことから、国では、まち・ひと・しごと創生本部を設置して、地方のそれぞれの特徴を活かした
取組を支援することとし、全国各地で地方創生の取組が展開されています。
本市においては、これまでも人口減少対策に取り組んできましたが、人口減少に歯止めをかけるま

でには至っていません。
このため、本市でも人口減少に対応した地方創生の取組を進めることを目的に、人口の現状と将
来の展望を示す「糸魚川市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」を策定し、これを踏まえて今後取り
組む施策の目標や基本的方向をまとめた「糸魚川市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定して
います。
第２次糸魚川市総合計画では、この総合戦略を重点プロジェクトに位置付け、人口ビジョンとともに
随時見直しを行いながら、人口減少対策と地域産業の活性化に取り組むことで、人口減少に歯止め
をかけ、年齢構成のバランスが取れた人口構造への転換を図る必要があります。

１　人口減少対策の推進

地方創生の取組を進める一方で、今後数十年間の人口減少は避けられないことを踏まえ、将来
の人口規模に見合う、効率的かつ効果的な社会システムを再構築する取組も必要となります。
人口減少や少子高齢化が進む中で、公共施設や地域公共交通のあり方など、まちづくりの方向
性を見直す機会と捉え、市民と行政の積極的な対話や連携により、長期的な視野を持って地域づく
りやまちづくりを進める必要があります。
中山間地域においては、「小さな拠点」などの取組により、商店や診療所など生活に必要な機能や
施設を維持するとともに、市街地においては都市機能と居住の誘導を図るなど、より利便性が高い医

２　人口減少社会に対応したまちづくり

療、福祉、商業等の生活サービスの提供を維持することが求められています。
また、拠点化・集約化された施設や中山間地域と市街地等を結ぶ公共交通の維持・充実を図
るため、交通ネットワークの再編・見直しなどにより、効率的で利便性の高い地域公共交通の確保
が必要となります。
新たなまちづくりを進めていく上では、公共施設の有効活用や複合化、適正配置についても同時

に考えていく必要があり、戦略的視点に立った施設のあり方の検討や維持管理を進める必要があり
ます。

これらを踏まえ、第２次糸魚川市総合計画では、福祉や社会保障、産業や環境、教育などあらゆる
分野において、将来の人口推移を見据えながら、市民誰もが安心して暮らせるまちづくりを進めます。
次章からの基本計画では、「人口減少対策」と「人口減少に対応したまちづくり」を基本的考えとし

て、取り組むべき個別施策を政策分野別にまとめています。
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関連個別計画

糸魚川市まち・ひと・しごと創生総合戦略
糸魚川市公共施設等総合管理指針
糸魚川市地域公共交通網形成計画
糸魚川市立地適正化計画

計　画　名
平成27年度～平成31年度
平成27年度～平成66年度
平成29年度～
平成30年度～

計　画　期　間

地方創生の取組を進める一方で、今後数十年間の人口減少は避けられないことを踏まえ、将来
の人口規模に見合う、効率的かつ効果的な社会システムを再構築する取組も必要となります。
人口減少や少子高齢化が進む中で、公共施設や地域公共交通のあり方など、まちづくりの方向
性を見直す機会と捉え、市民と行政の積極的な対話や連携により、長期的な視野を持って地域づく
りやまちづくりを進める必要があります。
中山間地域においては、「小さな拠点」などの取組により、商店や診療所など生活に必要な機能や
施設を維持するとともに、市街地においては都市機能と居住の誘導を図るなど、より利便性が高い医

療、福祉、商業等の生活サービスの提供を維持することが求められています。
また、拠点化・集約化された施設や中山間地域と市街地等を結ぶ公共交通の維持・充実を図
るため、交通ネットワークの再編・見直しなどにより、効率的で利便性の高い地域公共交通の確保
が必要となります。
新たなまちづくりを進めていく上では、公共施設の有効活用や複合化、適正配置についても同時

に考えていく必要があり、戦略的視点に立った施設のあり方の検討や維持管理を進める必要があり
ます。

これらを踏まえ、第２次糸魚川市総合計画では、福祉や社会保障、産業や環境、教育などあらゆる
分野において、将来の人口推移を見据えながら、市民誰もが安心して暮らせるまちづくりを進めます。
次章からの基本計画では、「人口減少対策」と「人口減少に対応したまちづくり」を基本的考えとし

て、取り組むべき個別施策を政策分野別にまとめています。
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